
 
 

148-149 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
災
害

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及

び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
災
害

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及

び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

第６章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 

        

 区の初動態勢（災害対策本部態勢・臨時非常

配備態勢・警戒待機態勢）の構築 

 「墨田区事業継続計画＜地震・風水害編＞」

の策定（令和元年度） 

 52自治体及び164民間団体等との協力協定を

締結（令和５年３月現在） 

 大規模救出救助活動拠点となるオープンスペ

ースの確保（２か所） 

 指定避難所へのヘリサインの表示（35 か所）

（令和５年３月現在） 

  発災直後からの円滑・迅速な救出・救助の実

施に向け、情報収集や発信・分析、救助部隊

の展開など、より効率的かつ効果的な体制の

構築が必要 

 広域的な物資調達、帰宅困難者対策や広域避

難などについては、近隣区市等との円滑な連

携を図るなど、広域連携体制の実効性を高め

ることが必要 

 区や事業所の BCP の改善・充実化が必要 

 救出・救助活動やライフライン等の復旧活動

を迅速に実施するために、部隊のベースキャ

ンプ地や資器材等の置き場所などが必要 

   発災直後からの円滑な応急対策活動のために

必要な施設及び体制等を整備、区や事業者に

おける BCP 策定の推進、発災後の迅速な救

助・救急のための体制整備、発災後における

応援要請の迅速化、防災関係機関及び区民等

の協力を得た応急活動の実施による初動対応

体制の再構築の実現 

 協定締結自治体間で円滑な連絡調整や情報共

有ができるよう、広域連携に係る調整体制強

化、防災関係機関や事業者を含めた協力機関

との連携の推進 

 オープンスペースの確保による大規模救出救

助活動拠点の整備、拡大 

  迅速かつ的確な活動を可能とする強固な初動

態勢の構築 

 他自治体や民間団体等との連携強化による円

滑な広域連携の強化 

 大規模救出活動や復旧活動のための活動拠点

の確保 

 全ての指定避難所へのヘリサインの表示 

 

     

    

  
 活動拠点の中心となる区役所の整備の継続 

 物的・人的支援の受援体制等の構築・整備 

 円滑な災害対策活動のための総合防災訓練等の実施 

 
 非常配備態勢の発令、区災   対本部の設置・運営、防災会議の招集 

 指定公共機関及び指定地方   公共機関の所管に係る災害応急対策の実施、都・区の応急対策への協力 

  
 区の業務継続のための墨田区事業継続計画〈地震・風水害編〉の

見直し 

 事業者の BCP 策定の推進 

  

 
 警察、消防、区等の必要な資器材等の充実強化及び救助・救急体

制の整備、教育訓練の充実 

 
 警察による交通規制、救出   ・救助、避難誘導、死体調査・検視の実施、公共の安全と秩序の維持 

 消防による消火活動、救助   ・救出、情報収集の実施 

  
 特別区及び近隣自治体との協定締結 

 防災協力関係自治体との広域連携 

 民間団体等との協定締結 

 
 管内防災関係機関、他区市   町村、民間等の応援協力 

 警察災害派遣隊・緊急消防   援助隊・自衛隊への派遣要請 

 東京労働局及び（財）城北   労働・福祉センターへの労務供給の要請 

  
 公園、児童遊園の設置等による防災空地の確保 

 災害時におけるオープンスペースの防災施設としての活用の推進 

 
 オープンスペースの被害状   況・使用の可否の把握 

 オープンスペースの使用に   関する都との調整の実施 

 

対策の方向性 到 達 目 標 現在の到達状況 課 題 

地地震震前前のの行行動動（（予予防防対対策策））  地地震震直直後後のの行行動動（（応応急急対対策策））            発災後 72 時間以内  地地震震後後のの行行動動（（復復旧旧対対策策））            発災後 72 時間以降  

具  体  的     な  取  組 

事事業業継継続続計計画画のの推推進進 

応応急急活活動動拠拠点点等等のの整整備備 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 

初初動動対対応応体体制制のの整整備備 活活動動態態勢勢 

消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動体体制制のの整整備備 警警備備・・救救助助・・救救急急活活動動 

広広域域連連携携体体制制のの構構築築 応応援援協協力力・・派派遣遣要要請請・・労労働働力力のの        確確保保 
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第６章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 

        

 区の初動態勢（災害対策本部態勢・臨時非常

配備態勢・警戒待機態勢）の構築 

 「墨田区事業継続計画＜地震・風水害編＞」

の策定（令和元年度） 

 52自治体及び164民間団体等との協力協定を

締結（令和５年３月現在） 

 大規模救出救助活動拠点となるオープンスペ

ースの確保（２か所） 

 指定避難所へのヘリサインの表示（35 か所）

（令和５年３月現在） 

  発災直後からの円滑・迅速な救出・救助の実

施に向け、情報収集や発信・分析、救助部隊

の展開など、より効率的かつ効果的な体制の

構築が必要 

 広域的な物資調達、帰宅困難者対策や広域避

難などについては、近隣区市等との円滑な連

携を図るなど、広域連携体制の実効性を高め

ることが必要 

 区や事業所の BCP の改善・充実化が必要 

 救出・救助活動やライフライン等の復旧活動

を迅速に実施するために、部隊のベースキャ

ンプ地や資器材等の置き場所などが必要 

   発災直後からの円滑な応急対策活動のために

必要な施設及び体制等を整備、区や事業者に

おける BCP 策定の推進、発災後の迅速な救

助・救急のための体制整備、発災後における

応援要請の迅速化、防災関係機関及び区民等

の協力を得た応急活動の実施による初動対応

体制の再構築の実現 

 協定締結自治体間で円滑な連絡調整や情報共

有ができるよう、広域連携に係る調整体制強

化、防災関係機関や事業者を含めた協力機関

との連携の推進 

 オープンスペースの確保による大規模救出救

助活動拠点の整備、拡大 

  迅速かつ的確な活動を可能とする強固な初動

態勢の構築 

 他自治体や民間団体等との連携強化による円

滑な広域連携の強化 

 大規模救出活動や復旧活動のための活動拠点

の確保 

 全ての指定避難所へのヘリサインの表示 

 

     

    

  
 活動拠点の中心となる区役所の整備の継続 

 物的・人的支援の受援体制等の構築・整備 

 円滑な災害対策活動のための総合防災訓練等の実施 

 
 非常配備態勢の発令、区災   対本部の設置・運営、防災会議の招集 

 指定公共機関及び指定地方   公共機関の所管に係る災害応急対策の実施、都・区の応急対策への協力 

  
 区の業務継続のための墨田区事業継続計画〈地震・風水害編〉の

見直し 

 事業者の BCP 策定の推進 

  

 
 警察、消防、区等の必要な資器材等の充実強化及び救助・救急体

制の整備、教育訓練の充実 

 
 警察による交通規制、救出   ・救助、避難誘導、死体調査・検視の実施、公共の安全と秩序の維持 

 消防による消火活動、救助   ・救出、情報収集の実施 

  
 特別区及び近隣自治体との協定締結 

 防災協力関係自治体との広域連携 

 民間団体等との協定締結 

 
 管内防災関係機関、他区市   町村、民間等の応援協力 

 警察災害派遣隊・緊急消防   援助隊・自衛隊への派遣要請 

 東京労働局及び（財）城北   労働・福祉センターへの労務供給の要請 

  
 公園、児童遊園の設置等による防災空地の確保 

 災害時におけるオープンスペースの防災施設としての活用の推進 

 
 オープンスペースの被害状   況・使用の可否の把握 

 オープンスペースの使用に   関する都との調整の実施 

 

対策の方向性 到 達 目 標 現在の到達状況 課 題 

地地震震前前のの行行動動（（予予防防対対策策））  地地震震直直後後のの行行動動（（応応急急対対策策））            発災後 72 時間以内  地地震震後後のの行行動動（（復復旧旧対対策策））            発災後 72 時間以降  

具  体  的     な  取  組 

事事業業継継続続計計画画のの推推進進 

応応急急活活動動拠拠点点等等のの整整備備 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 

初初動動対対応応体体制制のの整整備備 活活動動態態勢勢 

消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動体体制制のの整整備備 警警備備・・救救助助・・救救急急活活動動 
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

対策の方向性 

 

１ 初動対応体制の再構築 

発災直後から応急対策活動を円滑に実施するために、必要な施設及び体制等を事前

に整備する。 

自然災害や事故等があっても区役所の主要な業務を中断させず、中断しても可能な

限り短期間で再開させるため BCP を策定する。 

災害時においても区の経済を停滞させることなく、経済被害を軽減させ、早期に復

旧するため、事業者は BCP の策定に努める。 

災害時に人命を守るために、平時から体制を整備し、発災後の迅速な救助・救急を

実施する。 

救命措置を要する重症者を最優先とし、応援が必要な場合は、関係機関などに要請

する。 

区の地域に地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、区は、迅

速に活動態勢を整え、災害の拡大を防止するため、他の防災関係機関及び区民等の協

力を得て応急活動等を開始する。 

災害が発生した場合、各防災機関は、あらかじめ定めた所掌事務又は業務に沿って

応急対策を実施する。 

被害が広範囲に及ぶ場合は、被災していない他の機関等の協力を得るなどの災害活

動を実施する。 

 

２ 広域連携体制の強化 

東日本大震災での教訓や都の体制等を踏まえ、協定締結自治体間で円滑な連絡調整

や情報共有ができるよう、広域連携に係る調整体制を強化するとともに、防災関係機

関や事業者を含めた協力機関との連携を推進する。 

 

３ 大規模救出救助活動拠点の整備、拡大 

広域支援・救助部隊のベースキャンプやライフラインの復旧活動拠点として活用で

きるオープンスペースを確保することで、大規模救出活動や復旧活動を円滑に実施す

る。

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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予防対策 

第１節 初初動動対対応応体体制制のの整整備備 
発災直後から応急対策活動を円滑に実施するために、必要な施設及び体制等を事前に整

備する。 

発災時は、区各部はもとより、都、自衛隊、警察、消防をはじめとする応援部隊なども

含めて、応急対策活動にあたる関係機関が有機的に連携し、全体として一体となって活動

を展開する必要がある。こうした活動を実現するため、具体的な初動時の対応や他自治体

等からの支援の受入れ、オープンスペースの計画的な利用など、対策全般を統合的に運用

するため、自衛隊、警察、消防などの関係機関の能力を最大限発揮できるよう、あらゆる

インフラを活用し、実効ある体制を構築する。 

 

第１項 区庁舎の整備 
[区] 

活動拠点の中心となる区役所の整備状況は、次のとおりである。 

 

１ 規模・設備等 

項 目 庁 舎 リバーサイドホール 付属施設 

構 造 

鉄骨造、一部鉄骨鉄

筋コンクリート造 

鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨造（屋根部分） 

鉄筋コンクリート造 

地下２階、地上 19

階、塔屋２階 

地下１階、地上３階 地上２階 

面

積 

敷 地 8,796.95 m2 

延べ床 41,188.87 m2 

 

２ 平常時の設備 

項 目 庁 舎 リバーサイドホール 付属施設 

電 気 設 備 

受電方式：三相３線式２回線・6.6KV 

変 圧 器：計 7,000KVA 

発 電 機：コージェネ発電機 375KVA×２基 

給排水設備 

上水設備：受水槽 48t×２基、高置水槽 18ｔ（高層＋中層）×１基 

中水設備：雑排水・雨水利用設備（雨水貯留槽 1000 t） 

給湯設備：中央式・ガスエンジン排熱利用局所式・電気貯湯式湯沸器

（飲料用） 

 

150

150



震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

 

 

150 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
災
害

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及

び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

対策の方向性 

 

１ 初動対応体制の再構築 

発災直後から応急対策活動を円滑に実施するために、必要な施設及び体制等を事前

に整備する。 

自然災害や事故等があっても区役所の主要な業務を中断させず、中断しても可能な

限り短期間で再開させるため BCP を策定する。 

災害時においても区の経済を停滞させることなく、経済被害を軽減させ、早期に復

旧するため、事業者は BCP の策定に努める。 

災害時に人命を守るために、平時から体制を整備し、発災後の迅速な救助・救急を

実施する。 

救命措置を要する重症者を最優先とし、応援が必要な場合は、関係機関などに要請

する。 

区の地域に地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、区は、迅

速に活動態勢を整え、災害の拡大を防止するため、他の防災関係機関及び区民等の協

力を得て応急活動等を開始する。 

災害が発生した場合、各防災機関は、あらかじめ定めた所掌事務又は業務に沿って

応急対策を実施する。 

被害が広範囲に及ぶ場合は、被災していない他の機関等の協力を得るなどの災害活

動を実施する。 

 

２ 広域連携体制の強化 

東日本大震災での教訓や都の体制等を踏まえ、協定締結自治体間で円滑な連絡調整

や情報共有ができるよう、広域連携に係る調整体制を強化するとともに、防災関係機

関や事業者を含めた協力機関との連携を推進する。 

 

３ 大規模救出救助活動拠点の整備、拡大 

広域支援・救助部隊のベースキャンプやライフラインの復旧活動拠点として活用で

きるオープンスペースを確保することで、大規模救出活動や復旧活動を円滑に実施す

る。

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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予防対策 

第１節 初初動動対対応応体体制制のの整整備備 
発災直後から応急対策活動を円滑に実施するために、必要な施設及び体制等を事前に整

備する。 

発災時は、区各部はもとより、都、自衛隊、警察、消防をはじめとする応援部隊なども

含めて、応急対策活動にあたる関係機関が有機的に連携し、全体として一体となって活動

を展開する必要がある。こうした活動を実現するため、具体的な初動時の対応や他自治体

等からの支援の受入れ、オープンスペースの計画的な利用など、対策全般を統合的に運用

するため、自衛隊、警察、消防などの関係機関の能力を最大限発揮できるよう、あらゆる

インフラを活用し、実効ある体制を構築する。 

 

第１項 区庁舎の整備 
[区] 

活動拠点の中心となる区役所の整備状況は、次のとおりである。 

 

１ 規模・設備等 

項 目 庁 舎 リバーサイドホール 付属施設 

構 造 

鉄骨造、一部鉄骨鉄

筋コンクリート造 

鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨造（屋根部分） 

鉄筋コンクリート造 

地下２階、地上 19

階、塔屋２階 

地下１階、地上３階 地上２階 

面

積 

敷 地 8,796.95 m2 

延べ床 41,188.87 m2 

 

２ 平常時の設備 

項 目 庁 舎 リバーサイドホール 付属施設 

電 気 設 備 

受電方式：三相３線式２回線・6.6KV 

変 圧 器：計 7,000KVA 

発 電 機：コージェネ発電機 375KVA×２基 

給排水設備 

上水設備：受水槽 48t×２基、高置水槽 18ｔ（高層＋中層）×１基 

中水設備：雑排水・雨水利用設備（雨水貯留槽 1000 t） 

給湯設備：中央式・ガスエンジン排熱利用局所式・電気貯湯式湯沸器

（飲料用） 
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【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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３ 非常時の設備 

項 目 非常時用の設備 備 考 

電 気 設 備 

発電機：非常用発電機 1,000KVA×１台 
（ガスタービン、燃料：A 重油） 
設置場所：地下２階機械室 
重油備蓄量：20,000ℓ 

以下に３日間の電力供給可
能 
○ 法定負荷（非常用照明・

消火栓ポンプ等） 
○ 保安負荷（保安照明・エ

レベーター等） 

発電機：非常用発電機 80KVA×１台 
（ディーゼル、燃料：A 重油） 
設置場所：屋上 
重油備蓄量：1,950ℓ 

以下に３日間の電力供給可
能 
防災用負荷（防災無線装置・
関連機器） 

給排水設備 

防災用飲料水：受水槽 48t×２基（上水
設備と兼用） 

 

トイレ等の洗浄用水：雑排水・雨水利用
設備（雨水貯留槽 1,000t） 

 

そ の 他 の 
防 災 設 備 

防排煙設備、避雷針、自動火災報知設備、
スプリンクラー、屋内消火栓、ハロゲン
化物消火、泡消火、消防用水、連結送水
管 

 

 

第２項 発災時の受援体制の整備 
[区] 

発災時には、自衛隊、警察、消防をはじめとする応援部隊なども含めて、応急対策活

動にあたる関係機関が有機的に連携し、全体として一体となって活動を展開する。区は、

こうした初動時の対応や他自治体等からの支援の受入れ、オープンスペースの計画など、

対策全般を統合的に運用できるよう、受援体制等を構築し、区側の体制を整備する。 

区は、首都直下地震等で本区が被災し、他自治体等から本区への応援職員の受け入れ

や物的支援、ボランティアの受入れ等の「受援体制」について、東日本大震災や熊本地

震の教訓並びに、協定締結先の自治体との連携及び東京都災害時受援応援計画を勘案し、

職員災害対策マニュアルへの反映等、体制の整備を図る。また、他自治体が被災し、被

災を免れた本区から他自治体へ応援職員を派遣する場合の「支援体制（応援体制）」につ

いても整備するものとする。 

 

第３項 防災訓練 
［区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署］ 

１ 区の防災訓練 

区は、地域における第一次的防災機関として円滑に災害対策活動を実施するため、

防災訓練に必要な組織及び訓練実施方法等に関する計画を定め、平常時よりあらゆる

機会をとらえ、訓練の実施に努める。訓練は、防災関係機関及び区民が一体となって

実施するなど、関係機関相互の協力体制の強化も視野に入れ行うものとする。 

（１）区総合防災訓練 

災害対策基本法に基づき、区の地域に大地震が発生したことを想定し、区及び防

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第２節 事業継続計画の策定 
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災関係機関が住民と一体になって区地域防災計画に習熟するとともに、区及び防災

関係機関相互の協力体制を緊密にすることを目的とし、毎年実施している。参加関

係機関は、区、地域住民、事業者、都、防災関係機関等とする。 

（２）職員災害対応訓練 

災害時の初動対応力を強化するため、区災対本部運営訓練、災対各部運営訓練、

職員参集訓練、現地実動訓練、図上訓練を実施する。また、訓練の結果を踏まえ、

「墨田区職員災害対策マニュアル」等の見直しを行い、実効性のある体制整備に努

めることとする。 

 

２ 警察署の防災訓練 

９月１日の震災警備訓練のほか、宿直時間帯における初動措置訓練等、年間を通じ

て区及び区民と協力して随時実施する。 

訓練項目は、警備要員の招集及び部隊編成訓練、情報収集伝達訓練、各級警備本部

設置、交通規制訓練、避難誘導訓練、広報訓練、救出救護訓練、津波対策訓練、通信

伝達訓練、装備資器材操作訓練とする。 

参加関係機関は、関係防災機関、住民防災組織、区民交通規制支援ボランティア、

事業者等とする。 

 

３ 消防署の震災消防訓練 

震災消防活動能力の向上を図るため震災消防訓練を実施するとともに、年１回、全

庁的に総合震災消防訓練を実施する。 

訓練項目は、非常招集命令伝達訓練、参集訓練、初動処置訓練、情報収集訓練、通

信運用訓練、署隊本部等運営訓練、部隊編成訓練、部隊運用訓練、火災現場活動訓練、

救助・救急活動訓練等を実施する。 

参加関係機関は、関係防災機関、消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア等と

する。 

 

第２節 事事業業継継続続計計画画のの策策定定 
第１項 BCP の役割 

BCP（Business Continuity Plan）とは、災害発生時等に短時間で重要な機能を再開し、

事業を継続するために事前に準備しておく対応方針を計画として作成するものである。 

その内容としては、事業のバックアップのシステムやオフィスの確保、災害に即応し

た要員の確保、迅速な安否確認などが含まれる。 

事業継続の取組は、以下の特徴をもっている。 

１ 事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること。 

２ 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込むこ

と。 

３ 各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が危うく

なるかを抽出して検討すること。 
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【予防対策】第１節 初動対応体制の整備 
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３ 非常時の設備 

項 目 非常時用の設備 備 考 

電 気 設 備 

発電機：非常用発電機 1,000KVA×１台 
（ガスタービン、燃料：A 重油） 
設置場所：地下２階機械室 
重油備蓄量：20,000ℓ 

以下に３日間の電力供給可
能 
○ 法定負荷（非常用照明・

消火栓ポンプ等） 
○ 保安負荷（保安照明・エ

レベーター等） 

発電機：非常用発電機 80KVA×１台 
（ディーゼル、燃料：A 重油） 
設置場所：屋上 
重油備蓄量：1,950ℓ 

以下に３日間の電力供給可
能 
防災用負荷（防災無線装置・
関連機器） 

給排水設備 

防災用飲料水：受水槽 48t×２基（上水
設備と兼用） 

 

トイレ等の洗浄用水：雑排水・雨水利用
設備（雨水貯留槽 1,000t） 

 

そ の 他 の 
防 災 設 備 

防排煙設備、避雷針、自動火災報知設備、
スプリンクラー、屋内消火栓、ハロゲン
化物消火、泡消火、消防用水、連結送水
管 

 

 

第２項 発災時の受援体制の整備 
[区] 

発災時には、自衛隊、警察、消防をはじめとする応援部隊なども含めて、応急対策活

動にあたる関係機関が有機的に連携し、全体として一体となって活動を展開する。区は、

こうした初動時の対応や他自治体等からの支援の受入れ、オープンスペースの計画など、

対策全般を統合的に運用できるよう、受援体制等を構築し、区側の体制を整備する。 

区は、首都直下地震等で本区が被災し、他自治体等から本区への応援職員の受け入れ

や物的支援、ボランティアの受入れ等の「受援体制」について、東日本大震災や熊本地

震の教訓並びに、協定締結先の自治体との連携及び東京都災害時受援応援計画を勘案し、

職員災害対策マニュアルへの反映等、体制の整備を図る。また、他自治体が被災し、被

災を免れた本区から他自治体へ応援職員を派遣する場合の「支援体制（応援体制）」につ

いても整備するものとする。 

 

第３項 防災訓練 
［区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、

本所・向島消防署］ 

１ 区の防災訓練 

区は、地域における第一次的防災機関として円滑に災害対策活動を実施するため、

防災訓練に必要な組織及び訓練実施方法等に関する計画を定め、平常時よりあらゆる

機会をとらえ、訓練の実施に努める。訓練は、防災関係機関及び区民が一体となって

実施するなど、関係機関相互の協力体制の強化も視野に入れ行うものとする。 

（１）区総合防災訓練 

災害対策基本法に基づき、区の地域に大地震が発生したことを想定し、区及び防
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災関係機関が住民と一体になって区地域防災計画に習熟するとともに、区及び防災

関係機関相互の協力体制を緊密にすることを目的とし、毎年実施している。参加関

係機関は、区、地域住民、事業者、都、防災関係機関等とする。 

（２）職員災害対応訓練 

災害時の初動対応力を強化するため、区災対本部運営訓練、災対各部運営訓練、

職員参集訓練、現地実動訓練、図上訓練を実施する。また、訓練の結果を踏まえ、

「墨田区職員災害対策マニュアル」等の見直しを行い、実効性のある体制整備に努

めることとする。 

 

２ 警察署の防災訓練 

９月１日の震災警備訓練のほか、宿直時間帯における初動措置訓練等、年間を通じ

て区及び区民と協力して随時実施する。 

訓練項目は、警備要員の招集及び部隊編成訓練、情報収集伝達訓練、各級警備本部

設置、交通規制訓練、避難誘導訓練、広報訓練、救出救護訓練、津波対策訓練、通信

伝達訓練、装備資器材操作訓練とする。 

参加関係機関は、関係防災機関、住民防災組織、区民交通規制支援ボランティア、

事業者等とする。 

 

３ 消防署の震災消防訓練 

震災消防活動能力の向上を図るため震災消防訓練を実施するとともに、年１回、全

庁的に総合震災消防訓練を実施する。 

訓練項目は、非常招集命令伝達訓練、参集訓練、初動処置訓練、情報収集訓練、通

信運用訓練、署隊本部等運営訓練、部隊編成訓練、部隊運用訓練、火災現場活動訓練、

救助・救急活動訓練等を実施する。 

参加関係機関は、関係防災機関、消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア等と

する。 

 

第２節 事事業業継継続続計計画画のの策策定定 
第１項 BCP の役割 

BCP（Business Continuity Plan）とは、災害発生時等に短時間で重要な機能を再開し、

事業を継続するために事前に準備しておく対応方針を計画として作成するものである。 

その内容としては、事業のバックアップのシステムやオフィスの確保、災害に即応し

た要員の確保、迅速な安否確認などが含まれる。 

事業継続の取組は、以下の特徴をもっている。 

１ 事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること。 

２ 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込むこ

と。 

３ 各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が危うく

なるかを抽出して検討すること。 
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４ 重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素（ボト

ルネック）を洗い出し、重点的に対処すること。 

５ 重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること。 

６ 指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性など、危機管

理や緊急時対応の要素を含んでいること。 

７ BCP の策定に当たっては、同計画に基づき対策を実践するとともに、その結果を点

検・是正し、見直しを行うなど、継続的な取り組みを平時から実施することが重要で

ある。 

 

第２項 区政の BCP 等の策定 
[区] 

行政機関自体が被災することを前提とし、応急・復旧業務や中断できない通常業務に

優先順位をつけて整理することにより、地域防災計画を補強する役割を担い、応急・復

旧業務の実効性を高めることが可能となることから、行政における BCP の策定が必要で

ある。 

墨田区政の BCP 策定に当たっては、切迫性が高く、また区政が甚大な被害を受ける可

能性の高い地震災害に対する BCP を優先することとし、平成 21 年度に「墨田区事業継続

計画＜地震編＞」を策定した。その後、東日本大震災、熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨等

の教訓から、内容を改訂し、風水害も想定した「墨田区事業継続計画＜地震・風水害編

＞」を令和元年度に策定した。また、インフルエンザやコロナウイルス等感染症対応に

ついても適宜改定を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 事業者の BCP の策定  
[区] 

事業者が BCP を策定することにより、震災発生時においても、事業の継続や迅速な復

旧が図られるほか、地域貢献・地域との共生を通じて地域の早期復興にもつながること

から、都と連携し、事業者の BCP 策定を促進する。 

（活動レベル）

事前対策 事後対応

BCP運用後の

 通常レベル 復旧曲線

目標復旧
時間

BCP運用前の
 容認レベル 復旧曲線

 最低レベル （時間）

最短での復旧による、被害の影響の最小化継続すべき事業の確保

災災害害発発生生
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第３節 消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動体体制制のの整整備備 
[陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面

本部、本所・向島消防署] 

消火・救助・救急活動等を迅速かつ的確に行うため、必要な体制を整備する。 

機 関 名 対 策 内 容 

自 衛 隊 災害派遣計画等の整備 

警 視 庁 
１ 災害時に必要な装備資器材の整備及び充実強化 

２ 緊急交通路等を確保するために必要な体制の強化 

東 京 消 防 庁 

１ 災害時に必要な装備・資器材の充実強化を図り、消火・救助・

救急体制を整備 

２ 航空消防活動体制の整備 

３ 関係機関と連携した多数傷病者の搬送体制の確立 

４ 孤立が想定される地区における救助訓練を実施 

５ 立体救助ユニットを配備し、安全かつ実践的な訓練を実施 

６ 特別区消防団に対する教育訓練の実施 

防 災 関 係 機 関 防災業務計画等について見直しを行い、必要に応じて修正 

 

第４節 広広域域連連携携体体制制のの構構築築 
[区] 

１ 他自治体との相互応援協定の締結 

大地震等の災害が発生した場合には、被災した自治体独自では十分な対策が実施で

きなくなる。この場合、被災を免れた自治体は、被災した自治体の要請に基づき、職

員の派遣、物資の供給等の支援を実施する必要が生じる。また、本区が被災地になっ

たときにも、同様の事態が生ずるものと考えられる。これらを踏まえ、次の（１）か

ら（４）までのとおり、広域的な自治体の連携・住民による相互協力の推進を図り、

被災自治体を支援するとともに、本区の防災力を高める。 

（１）災害時における応急対策の万全を期すため、江東５区及び隣接区との平常時の資

料提供、交換及び各種連絡を密にし、連絡員の派遣等適切な措置を講ずるものとす

る。 

（２）災害対策基本法第 67 条の規定に基づき、区が他の区市町村に対し応援を求め、

又は応援する場合、その事務が円滑に行われるよう、あらかじめ隣接区市町村等と

応援、手続等必要な事項についての相互応援協定を締結しておくものとする。 

昭和 53 年 ４月 23 日締結 台東区 

昭和 55 年 ７月 15 日締結 栃木県鹿沼市 

昭和 58 年 ３月 16 日締結 江東区 

平成 ８年 ２月 16 日締結 23 特別区 

平成 ８年 ４月 １日締結 義士親善友好都市 

平成 ８年 ５月 １日締結 長野県小布施町 

平成 ８年 ７月 １日締結 自治体防災情報ネットワーク連絡会参加６都市 
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４ 重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素（ボト

ルネック）を洗い出し、重点的に対処すること。 

５ 重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること。 

６ 指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性など、危機管

理や緊急時対応の要素を含んでいること。 

７ BCP の策定に当たっては、同計画に基づき対策を実践するとともに、その結果を点

検・是正し、見直しを行うなど、継続的な取り組みを平時から実施することが重要で

ある。 

 

第２項 区政の BCP 等の策定 
[区] 

行政機関自体が被災することを前提とし、応急・復旧業務や中断できない通常業務に

優先順位をつけて整理することにより、地域防災計画を補強する役割を担い、応急・復

旧業務の実効性を高めることが可能となることから、行政における BCP の策定が必要で

ある。 

墨田区政の BCP 策定に当たっては、切迫性が高く、また区政が甚大な被害を受ける可

能性の高い地震災害に対する BCP を優先することとし、平成 21 年度に「墨田区事業継続

計画＜地震編＞」を策定した。その後、東日本大震災、熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨等

の教訓から、内容を改訂し、風水害も想定した「墨田区事業継続計画＜地震・風水害編

＞」を令和元年度に策定した。また、インフルエンザやコロナウイルス等感染症対応に

ついても適宜改定を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 事業者の BCP の策定  
[区] 

事業者が BCP を策定することにより、震災発生時においても、事業の継続や迅速な復

旧が図られるほか、地域貢献・地域との共生を通じて地域の早期復興にもつながること

から、都と連携し、事業者の BCP 策定を促進する。 

（活動レベル）

事前対策 事後対応

BCP運用後の

 通常レベル 復旧曲線

目標復旧
時間

BCP運用前の
 容認レベル 復旧曲線

 最低レベル （時間）

最短での復旧による、被害の影響の最小化継続すべき事業の確保

災災害害発発生生

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第３節 消火・救助・救急活動体制の整備 
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第３節 消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動体体制制のの整整備備 
[陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面

本部、本所・向島消防署] 

消火・救助・救急活動等を迅速かつ的確に行うため、必要な体制を整備する。 

機 関 名 対 策 内 容 

自 衛 隊 災害派遣計画等の整備 

警 視 庁 
１ 災害時に必要な装備資器材の整備及び充実強化 

２ 緊急交通路等を確保するために必要な体制の強化 

東 京 消 防 庁 

１ 災害時に必要な装備・資器材の充実強化を図り、消火・救助・

救急体制を整備 

２ 航空消防活動体制の整備 

３ 関係機関と連携した多数傷病者の搬送体制の確立 

４ 孤立が想定される地区における救助訓練を実施 

５ 立体救助ユニットを配備し、安全かつ実践的な訓練を実施 

６ 特別区消防団に対する教育訓練の実施 

防 災 関 係 機 関 防災業務計画等について見直しを行い、必要に応じて修正 

 

第４節 広広域域連連携携体体制制のの構構築築 
[区] 

１ 他自治体との相互応援協定の締結 

大地震等の災害が発生した場合には、被災した自治体独自では十分な対策が実施で

きなくなる。この場合、被災を免れた自治体は、被災した自治体の要請に基づき、職

員の派遣、物資の供給等の支援を実施する必要が生じる。また、本区が被災地になっ

たときにも、同様の事態が生ずるものと考えられる。これらを踏まえ、次の（１）か

ら（４）までのとおり、広域的な自治体の連携・住民による相互協力の推進を図り、

被災自治体を支援するとともに、本区の防災力を高める。 

（１）災害時における応急対策の万全を期すため、江東５区及び隣接区との平常時の資

料提供、交換及び各種連絡を密にし、連絡員の派遣等適切な措置を講ずるものとす

る。 

（２）災害対策基本法第 67 条の規定に基づき、区が他の区市町村に対し応援を求め、

又は応援する場合、その事務が円滑に行われるよう、あらかじめ隣接区市町村等と

応援、手続等必要な事項についての相互応援協定を締結しておくものとする。 

昭和 53 年 ４月 23 日締結 台東区 

昭和 55 年 ７月 15 日締結 栃木県鹿沼市 

昭和 58 年 ３月 16 日締結 江東区 

平成 ８年 ２月 16 日締結 23 特別区 

平成 ８年 ４月 １日締結 義士親善友好都市 

平成 ８年 ５月 １日締結 長野県小布施町 

平成 ８年 ７月 １日締結 自治体防災情報ネットワーク連絡会参加６都市 
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平成 ８年 ７月 22 日締結 山形県鶴岡市 

平成 ８年 10 月 14 日締結 山形県高畠町 

平成 29 年 12 月 22 日締結 埼玉県飯能市 

（３）上記協定に基づき必要と認めたときは、区は隣接区市町村等と相互応援を密にし、

もって応援措置の万全を期するものとする。 

（４）相互応援協定を既に結んでいる区市町村に加え、交流実績等のある他市町村との

新たな相互援助協定の締結についても、今後検討していく。 

※ Ⅲ-01：自治体との協力協定一覧（別冊資料 P211 参照） 

 

２ 民間団体等との協力協定 

区及び防災関係機関は、災害時において区の地域内にある公共的団体、民間団体等

及び住民の自発的かつ積極的な協力を得られるよう、また応急対策が能率的に実施で

きるような協力体制の確立に努めるものとする。 

区では、民間団体等から、震災時に物資の供給、施設への一時避難収容、人材の派

遣等、さまざまな協力を積極的かつ効率的に得ることができるよう、あらかじめ協力

協定内容等について協議のうえ、各種の協定を締結している。 

※ Ⅲ-02：民間団体等との協力協定一覧（別冊資料 P213 参照） 

 

第５節 応応急急活活動動拠拠点点等等のの整整備備 
第１項 オープンスペースの確保 

[区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

１ 公園等の整備 

（１）現況 

ア 公園、緑地等 

公園、緑地は、区民の健全な生活に欠くことのできない公共施設であり、そ

の機能も休養やレクリエーションそしてコミュニティ形成の場として重要な役

割を担っているほか、地震等の災害時に阪神・淡路大震災でも見られたように

火災の延焼遮断帯としての機能も有している。 

本区における区民１人当たりの都市公園等の面積は 2.79m2となっている。 

（令和４年４月１日現在） 

区分 
箇所数 総面積 

人口１人当た
りの面積 

（箇所） （m2） （m2/人） 

総

数 

  186 963,886 3.49 

公 園 
区 立 70 604,720 2.18  

都 立 ３ 133,593 0.48 

児童遊園 71 35,166 0.13 

その他（区管理外） ２ 8,760 0.03 

体育施設 

野球場・球技

場 ・ 競 技 場 
23  137,940 0.50  

庭 球 場 14 10,254 0.04 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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※ 区管理外は立花一丁目団地遊園、トミンハイム横川一丁目遊園。 

※ 体育施設については、面数を記載。 

イ 防災広場 

区では、防災広場を２か所造成しており、地域住民による防災活動の拠点及び

密集市街地における火災の拡大防止のための広場として活用するとともに、平常

時においては、防災訓練用地、区民の集う広場、子どもの遊び場等、コミュニテ

ィの場として地域住民に開放している。 

名称 所在地 設置年度 面積(㎡) 

緑二丁目防災広場 緑二丁目７番７号 昭和 53 年度 456.14 

八広三丁目防災広場 八広三丁目 24 番８号 昭和 53 年度 1157.80 

 

（２）目標及び事業計画 

公園、児童遊園は、平常時は区民の憩いの場であり、震災時には一時的な避難場

所となるほか、延焼を防止する機能がある。都市公園法施行令第１条の２では市街

地における１人当たりの公園面積の基準は５m2以上であり、これらの確保について

は、国・都とも連携し総合的に取り組んでいく。本区においても公園、児童遊園の

設置等、可能な限り積極的に防災空地の確保に努めるものとする。 

また、今後は、火災の延焼防止に有効な樹木についても検討し、一層の緑化に努

めていくとともに、公園の改修等にあわせ、災害時にも活用が可能な公園トイレの

改築を区が進めていく。さらに、日常的な野外活動や気軽なスポーツ等を行うこと

ができるオープンスペースを確保し、災害時における避難場所等の機能を有する防

災施設としての活用を図っていく。 

 

２ 避難場所、地区内残留地区の指定 

（１）現況 

都は、震災対策条例（平成 13 年３月以前は震災予防条例）に基づき大地震時に

万一延焼火災が発生した場合に、住民の生命及び身体の安全を確保するために、

特別区を対象に 221 か所の避難場所の指定及び地区割当を行っている（令和４年７

月改定）。 

現在、区の避難場所数は 10 か所あり、そのうち区外の避難場所は「猿江恩賜公

園一帯」の１か所である。 

また、都は、万が一火災が発生しても、大規模な延焼火災の恐れがなく、広域的

な避難をする必要のない地区となる「地区内残留地区」を、避難場所と併せて指定

しており、区内では、錦糸町地区が指定されている。 

なお、避難場所・避難道路周辺における避難者の安全を確保するため、消防署

と連携して、震災時の水利整備基準に基づき、当該地域に防火水槽等を整備す

る。 

 

（２）避難場所の考え方 
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平成 ８年 ７月 22 日締結 山形県鶴岡市 

平成 ８年 10 月 14 日締結 山形県高畠町 

平成 29 年 12 月 22 日締結 埼玉県飯能市 

（３）上記協定に基づき必要と認めたときは、区は隣接区市町村等と相互応援を密にし、

もって応援措置の万全を期するものとする。 

（４）相互応援協定を既に結んでいる区市町村に加え、交流実績等のある他市町村との

新たな相互援助協定の締結についても、今後検討していく。 

※ Ⅲ-01：自治体との協力協定一覧（別冊資料 P211 参照） 

 

２ 民間団体等との協力協定 

区及び防災関係機関は、災害時において区の地域内にある公共的団体、民間団体等

及び住民の自発的かつ積極的な協力を得られるよう、また応急対策が能率的に実施で

きるような協力体制の確立に努めるものとする。 

区では、民間団体等から、震災時に物資の供給、施設への一時避難収容、人材の派

遣等、さまざまな協力を積極的かつ効率的に得ることができるよう、あらかじめ協力

協定内容等について協議のうえ、各種の協定を締結している。 

※ Ⅲ-02：民間団体等との協力協定一覧（別冊資料 P213 参照） 

 

第５節 応応急急活活動動拠拠点点等等のの整整備備 
第１項 オープンスペースの確保 

[区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

１ 公園等の整備 

（１）現況 

ア 公園、緑地等 

公園、緑地は、区民の健全な生活に欠くことのできない公共施設であり、そ

の機能も休養やレクリエーションそしてコミュニティ形成の場として重要な役

割を担っているほか、地震等の災害時に阪神・淡路大震災でも見られたように

火災の延焼遮断帯としての機能も有している。 

本区における区民１人当たりの都市公園等の面積は 2.79m2となっている。 

（令和４年４月１日現在） 

区分 
箇所数 総面積 

人口１人当た
りの面積 

（箇所） （m2） （m2/人） 

総

数 

  186 963,886 3.49 

公 園 
区 立 70 604,720 2.18  

都 立 ３ 133,593 0.48 

児童遊園 71 35,166 0.13 

その他（区管理外） ２ 8,760 0.03 

体育施設 

野球場・球技

場 ・ 競 技 場 
23  137,940 0.50  

庭 球 場 14 10,254 0.04 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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※ 区管理外は立花一丁目団地遊園、トミンハイム横川一丁目遊園。 

※ 体育施設については、面数を記載。 

イ 防災広場 

区では、防災広場を２か所造成しており、地域住民による防災活動の拠点及び

密集市街地における火災の拡大防止のための広場として活用するとともに、平常

時においては、防災訓練用地、区民の集う広場、子どもの遊び場等、コミュニテ

ィの場として地域住民に開放している。 

名称 所在地 設置年度 面積(㎡) 

緑二丁目防災広場 緑二丁目７番７号 昭和 53 年度 456.14 

八広三丁目防災広場 八広三丁目 24 番８号 昭和 53 年度 1157.80 

 

（２）目標及び事業計画 

公園、児童遊園は、平常時は区民の憩いの場であり、震災時には一時的な避難場

所となるほか、延焼を防止する機能がある。都市公園法施行令第１条の２では市街

地における１人当たりの公園面積の基準は５m2以上であり、これらの確保について

は、国・都とも連携し総合的に取り組んでいく。本区においても公園、児童遊園の

設置等、可能な限り積極的に防災空地の確保に努めるものとする。 

また、今後は、火災の延焼防止に有効な樹木についても検討し、一層の緑化に努

めていくとともに、公園の改修等にあわせ、災害時にも活用が可能な公園トイレの

改築を区が進めていく。さらに、日常的な野外活動や気軽なスポーツ等を行うこと

ができるオープンスペースを確保し、災害時における避難場所等の機能を有する防

災施設としての活用を図っていく。 

 

２ 避難場所、地区内残留地区の指定 

（１）現況 

都は、震災対策条例（平成 13 年３月以前は震災予防条例）に基づき大地震時に

万一延焼火災が発生した場合に、住民の生命及び身体の安全を確保するために、

特別区を対象に 221 か所の避難場所の指定及び地区割当を行っている（令和４年７

月改定）。 

現在、区の避難場所数は 10 か所あり、そのうち区外の避難場所は「猿江恩賜公

園一帯」の１か所である。 

また、都は、万が一火災が発生しても、大規模な延焼火災の恐れがなく、広域的

な避難をする必要のない地区となる「地区内残留地区」を、避難場所と併せて指定

しており、区内では、錦糸町地区が指定されている。 

なお、避難場所・避難道路周辺における避難者の安全を確保するため、消防署

と連携して、震災時の水利整備基準に基づき、当該地域に防火水槽等を整備す

る。 

 

（２）避難場所の考え方 
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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ア 避難場所への避難は、区部全域の人々の一斉避難を想定した地区割当計画に

基づき、区長の指示などによる自由避難（任意の経路を利用して避難）とする。 

イ 避難場所は、地区割当計画の避難計画人口に対して、避難場所内の建物など

を除き、震災時に拡大する火災によるふく射熱の影響を考慮して算定した利用

可能な避難空間を、原則として１人あたり１m2確保する。 

 

３ 応急対策等における活用 

（１）区立公園等 

一時（いっとき）集合場所(*)等として、発災直後から活用するとともに、被災状

況により、がれき仮置場や応急仮設住宅建設用地等として活用する。 

（２）都立公園 

避難場所のうち、都立公園である横網町公園、東白鬚公園及び猿江恩賜公園につ

いては、都立公園の震災時利用計画等に基づき、地震発生後の時間経過にあわせて、

公園地の有効利用を図っていく予定になっている。 

このうち、横網町公園及び東白鬚公園の区内２公園については、オープンスペー

スとして区内の復旧活動促進に大きく寄与するものであるため、管理者である都

（建設局）との連絡を密にしながら、震災時における円滑な利用を図る。 

（３）一時滞在施設 

路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機する場所がな

い者を一時的に収容する施設を確保する。 

（４）遺体収容所 

区は遺体収容所の設置等に関し、あらかじめ、関係機関と協議を行い、条件整

備に努める。また、遺体収容所について、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検

視・検案(**)・身元確認の実施に資するよう、一定の条件を満たす施設を、事前に

指定・公表するよう努める。 

 

第２項 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署] 

都が指定する災害拠点病院からおおむね５km以内の陸路地点に医療機関近接ヘリコプ

ター緊急離着陸場が指定されており、区内では２か所指定されている。 

候補地名 所在地 現況 
対象拠点 
医療機関 

医療機関 
所在地 

東 墨 田 一 丁 目 

運 動 広 場 

東 墨 田 一 丁 目

10 番地 
運動広場 東京曳舟病院 

東向島二丁目

27 番 1 号 

都 立 墨 東 病 院 

ヘ リ ポ ー ト 

江 東 橋 四 丁 目

23 番 15 号 
屋上施設 都立墨東病院 併設 

 
(*) 避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所、又は、避難者が避難のために

一時的に集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する公園等をいう。 
(**) 検視官（警察官）が犯罪性の有無の視点から、死亡の状況や死因調査を行うことをいう。検案とは、監察

医（医師）が死亡原因を調べることをいう。 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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第３項 大規模救出救助活動拠点 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署] 

都は、自衛隊、広域緊急援助隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他の広域支援・

救助部隊等のベースキャンプとして活用するオープンスペースを、あらかじめ確保する

こととしており、墨田清掃工場および白鬚東地区（及び汐入公園）が指定されている。 

 

第４項 ヘリサインの設置 

[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署] 

震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や災害

対策本部と連携し、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行うため、ヘリ

サインは、応援航空部隊の道しるべとして、また、避難所など、災害対策上重要な施設

を上空から即時に特定する上で、重要な役割を果たす。 

区は、平成 22 年度から指定避難所である区立小・中学校の屋上へ、ヘリコプターから

視認できる施設名を表示する取組を進め、令和元年度に完了した。なお、ヘリサインの

設置に当たっては、「九都県市首脳会議防災対策委員会による申し合わせ」を基準に実施

した。 
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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ア 避難場所への避難は、区部全域の人々の一斉避難を想定した地区割当計画に

基づき、区長の指示などによる自由避難（任意の経路を利用して避難）とする。 

イ 避難場所は、地区割当計画の避難計画人口に対して、避難場所内の建物など

を除き、震災時に拡大する火災によるふく射熱の影響を考慮して算定した利用

可能な避難空間を、原則として１人あたり１m2確保する。 

 

３ 応急対策等における活用 

（１）区立公園等 

一時（いっとき）集合場所(*)等として、発災直後から活用するとともに、被災状

況により、がれき仮置場や応急仮設住宅建設用地等として活用する。 

（２）都立公園 

避難場所のうち、都立公園である横網町公園、東白鬚公園及び猿江恩賜公園につ

いては、都立公園の震災時利用計画等に基づき、地震発生後の時間経過にあわせて、

公園地の有効利用を図っていく予定になっている。 

このうち、横網町公園及び東白鬚公園の区内２公園については、オープンスペー

スとして区内の復旧活動促進に大きく寄与するものであるため、管理者である都

（建設局）との連絡を密にしながら、震災時における円滑な利用を図る。 

（３）一時滞在施設 

路上等の屋外で被災した外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機する場所がな

い者を一時的に収容する施設を確保する。 

（４）遺体収容所 

区は遺体収容所の設置等に関し、あらかじめ、関係機関と協議を行い、条件整

備に努める。また、遺体収容所について、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検

視・検案(**)・身元確認の実施に資するよう、一定の条件を満たす施設を、事前に

指定・公表するよう努める。 

 

第２項 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署] 

都が指定する災害拠点病院からおおむね５km以内の陸路地点に医療機関近接ヘリコプ

ター緊急離着陸場が指定されており、区内では２か所指定されている。 

候補地名 所在地 現況 
対象拠点 
医療機関 

医療機関 
所在地 

東 墨 田 一 丁 目 

運 動 広 場 

東 墨 田 一 丁 目

10 番地 
運動広場 東京曳舟病院 

東向島二丁目

27 番 1 号 

都 立 墨 東 病 院 

ヘ リ ポ ー ト 

江 東 橋 四 丁 目

23 番 15 号 
屋上施設 都立墨東病院 併設 

 
(*) 避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所、又は、避難者が避難のために

一時的に集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する公園等をいう。 
(**) 検視官（警察官）が犯罪性の有無の視点から、死亡の状況や死因調査を行うことをいう。検案とは、監察

医（医師）が死亡原因を調べることをいう。 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【予防対策】第５節 応急活動拠点等の整備 
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第３項 大規模救出救助活動拠点 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七

消防方面本部、本所・向島消防署] 

都は、自衛隊、広域緊急援助隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他の広域支援・

救助部隊等のベースキャンプとして活用するオープンスペースを、あらかじめ確保する

こととしており、墨田清掃工場および白鬚東地区（及び汐入公園）が指定されている。 

 

第４項 ヘリサインの設置 

[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防方面本部、本所・

向島消防署] 

震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や災害

対策本部と連携し、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行うため、ヘリ

サインは、応援航空部隊の道しるべとして、また、避難所など、災害対策上重要な施設

を上空から即時に特定する上で、重要な役割を果たす。 

区は、平成 22 年度から指定避難所である区立小・中学校の屋上へ、ヘリコプターから

視認できる施設名を表示する取組を進め、令和元年度に完了した。なお、ヘリサインの

設置に当たっては、「九都県市首脳会議防災対策委員会による申し合わせ」を基準に実施

した。 
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【応急対策】第１節 活動体制 
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応急対策 

第１節 活活動動体体制制 
第１項 区災対本部の組織・運営 

１ 区災対本部の組織 

区災対本部の組織、本部長室の所掌事務等の必要事項は、墨田区災害対策本部条例

（昭和 38 年７月墨田区条例第７号）、同条例施行規則（昭和 38 年８月墨田区規則第

14 号）及び本計画により定める。 

※ Ⅱ-01：墨田区災害対策本部の組織（別冊資料 P175 参照） 

※ Ⅰ-02：墨田区災害対策本部条例（別冊資料 P3 参照） 

 

２ 区災対本部の運営 

（１）設置 

ア 災害対策基本法第 23 条の２に基づき、区の地域について災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合において、区長は、必要があると認めるとき

は、区災対本部を設置するものとする。ただし、職員の非常配備態勢が「自動

発令」された場合は、区災対本部を設置する。 

イ 危機管理担当部長は、区災対本部を設置する必要があると認めたときは、本

部の設置を区長に具申する。なお、区災対本部の各部長の職に充てられている

者は、本部を設置する必要があると認めたときは、危機管理担当部長に本部の

設置を要請する。 

ウ 上記アにかかわらず、区長と連絡がとれないときは副区長が、副区長と連絡

がとれないときは危機管理担当部長が区災対本部の設置を専決する。 

※ Ⅱ-02：墨田区災害対策本部会議レイアウト（別冊資料 P184 参照） 

（２）通知 

本部長室長は、区災対本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者に、区災対

本部の設置を通知しなければならない。 

ア 都知事 

イ 警察、消防その他の防災関係機関の長 

ウ 部長及び隊長の職にあるものは、区災対本部設置の通知を受けたときは速や

かに所属職員に対し周知徹底しなければならない。 
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（３）区災対本部の標示の掲示 

区災対本部が設置された場合は、所定の場所に別図様式の「墨田区災害対策本部」

の標示を掲出するとともに、必要に応じて車両等にも別図様式の標示旗等を取り付

けるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職務代行 

   本部長及び副本部長と連絡がとれないときは、危機管理担当部長が本部長の職を

代行する。 

（５）区災対本部の廃止 

区本部長は、区の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又

は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、区災対本部を廃止する。 

区災対本部の廃止の通知は、上記（２）に準じて処理する。 

 

３ 区災対本部の非常配備態勢 

区災対本部における職員の非常配備態勢は、区災対本部長等が指令する「招集発令」

及び区本部長から指令があったものとみなす「自動発令」によるものとし、その種別

は次のとおりとする。また、職員の動員表は別冊資料Ⅱ-03 のとおりである。 

※ Ⅱ-03：墨田区災害対策本部動員表（別冊資料 P185 参照）＜再掲＞ 

  

（１）第１非常配備態勢 

ア 招集発令 

災害の発生その他の状況により、区本部長が必要と認めたとき。 

イ 態勢の内容 

災害の発生を防御するための措置を強化し、救助その他災害の拡大を防止す

るための措置に必要な準備を開始するほか、通信情報活動を主とする態勢とす

る。 

（係長職以上の職員を中心に全職員の 30%の配備態勢） 

（２）第２非常配備態勢 

ア 招集発令 

（別 図） （別 図） 
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応急対策 

第１節 活活動動体体制制 
第１項 区災対本部の組織・運営 

１ 区災対本部の組織 

区災対本部の組織、本部長室の所掌事務等の必要事項は、墨田区災害対策本部条例

（昭和 38 年７月墨田区条例第７号）、同条例施行規則（昭和 38 年８月墨田区規則第

14 号）及び本計画により定める。 

※ Ⅱ-01：墨田区災害対策本部の組織（別冊資料 P175 参照） 

※ Ⅰ-02：墨田区災害対策本部条例（別冊資料 P3 参照） 

 

２ 区災対本部の運営 

（１）設置 

ア 災害対策基本法第 23 条の２に基づき、区の地域について災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合において、区長は、必要があると認めるとき

は、区災対本部を設置するものとする。ただし、職員の非常配備態勢が「自動

発令」された場合は、区災対本部を設置する。 

イ 危機管理担当部長は、区災対本部を設置する必要があると認めたときは、本

部の設置を区長に具申する。なお、区災対本部の各部長の職に充てられている

者は、本部を設置する必要があると認めたときは、危機管理担当部長に本部の

設置を要請する。 

ウ 上記アにかかわらず、区長と連絡がとれないときは副区長が、副区長と連絡

がとれないときは危機管理担当部長が区災対本部の設置を専決する。 

※ Ⅱ-02：墨田区災害対策本部会議レイアウト（別冊資料 P184 参照） 

（２）通知 

本部長室長は、区災対本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者に、区災対

本部の設置を通知しなければならない。 

ア 都知事 

イ 警察、消防その他の防災関係機関の長 

ウ 部長及び隊長の職にあるものは、区災対本部設置の通知を受けたときは速や

かに所属職員に対し周知徹底しなければならない。 
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（３）区災対本部の標示の掲示 

区災対本部が設置された場合は、所定の場所に別図様式の「墨田区災害対策本部」

の標示を掲出するとともに、必要に応じて車両等にも別図様式の標示旗等を取り付

けるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職務代行 

   本部長及び副本部長と連絡がとれないときは、危機管理担当部長が本部長の職を

代行する。 

（５）区災対本部の廃止 

区本部長は、区の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又

は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、区災対本部を廃止する。 

区災対本部の廃止の通知は、上記（２）に準じて処理する。 

 

３ 区災対本部の非常配備態勢 

区災対本部における職員の非常配備態勢は、区災対本部長等が指令する「招集発令」

及び区本部長から指令があったものとみなす「自動発令」によるものとし、その種別

は次のとおりとする。また、職員の動員表は別冊資料Ⅱ-03 のとおりである。 

※ Ⅱ-03：墨田区災害対策本部動員表（別冊資料 P185 参照）＜再掲＞ 

  

（１）第１非常配備態勢 

ア 招集発令 

災害の発生その他の状況により、区本部長が必要と認めたとき。 

イ 態勢の内容 

災害の発生を防御するための措置を強化し、救助その他災害の拡大を防止す

るための措置に必要な準備を開始するほか、通信情報活動を主とする態勢とす

る。 

（係長職以上の職員を中心に全職員の 30%の配備態勢） 

（２）第２非常配備態勢 

ア 招集発令 

（別 図） （別 図） 

区災対本部標示 車 両 

  
44.5cm 

34cm 

墨 田 区 役 所 

墨
田
区
災
害
対
策
本
部 

45cm 

200cm 

161

161



震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【応急対策】第１節 活動体制 

 

162 

第第
１１
章章  

区
、
区
民
、
防
災
機
関
等
の

基
本
的
責
務
と
役
割 

第第
２２
章章  

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

第第
３３
章章  

安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

第第
６６
章章  

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
災
害

対
応
力
の
強
化 

第第
７７
章章  

情
報
通
信
の
確
保 

第第
８８
章章  

医
療
救
護
等
対
策 

第第
５５
章章  

津
波
等
対
策 

第第
４４
章章  

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及

び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

局地災害の発生その他の状況により、区本部長が必要であると認めたとき。 

イ 態勢の内容 

第１非常配備態勢の強化と局地災害に対処できる態勢とする。 

（第１非常配備職員に全職員の 30%を加えた配備態勢） 

（３）第３非常配備態勢 

ア 招集発令 

災害が広範な地域に発生し、第２非常配備態勢では対処できない場合、その他

の状況により区本部長が必要であると認めたとき。 

イ 自動発令 

区内に震度５強以上の地震が発生したとき。 

ウ 態勢の内容 

区災対本部が全力をもって災害救護業務に対処する態勢とする。 

（全職員態勢） 

（４）非常配備態勢の特例 

区本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に対

してのみ非常配備態勢の指令を発し、又は各部に対して種別の異なる指令をするこ

とができる。 

（５）災害応急対策本部 

区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、区長が災害応急対策の

遂行上必要と認めるときは、災害応急対策本部を設置する。 

※ Ⅰ-08：墨田区災害応急対策本部設置要綱（別冊資料 P14 参照） 

 

４ 職員の服務 

（１）職員は、区災対本部が設置された場合は、次の事項を厳守しなければならない。 

ア 災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。 

イ 不急の行事、会議、出張等を中止すること。 

ウ 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまでは退庁しないこと。 

エ 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司

と連絡をとること。 

（２）すべての区災対本部の職員は、「墨田区職員災害対策マニュアル」に基づき行動

するとともに、日頃から習得した防災知識を生かし、また、体得した防災資器材の

活用を円滑に行うことにより、自らの言動によって、住民が安心し、住民の信頼を

確保し、更に、本部の活動が円滑に進むよう努めなければならない。 

また、防災研修会等により習得した防災知識、訓練等により体得した防災資器材

の運用技法を生かすことにより、適正かつ円滑な初動態勢を行い、住民の被害と不

安を最小限に抑えなければならない。 

 

５ 墨田区議会災害対策支援本部の設置 

区内で地震、台風等の災害による危機的状況が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、墨田区議会が二元代表制の趣旨に則り、議事機関、住民代表機関
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としての役割を継続して担い、区災対本部と連携・協力し、災害対策活動を支援す

るとともに、議員自らが安全を保持しつつ、迅速かつ適切な対応を図るため、「墨

田区議会ＢＣＰ（業務継続計画）」を策定した（令和３年３月）。区災対本部が設

置されたときは、墨田区議会災害対策支援本部を設置し、区の災害対策活動を支援

するとともに、議会の機能維持に伴う業務継続体制を構築する。 

 

６ 夜間休日等における初動態勢の確保 

夜間休日等の勤務時間外に発生する非常災害等に備えて、その事態に対処するため

の初動態勢を構築する。 

（１）臨時非常配備態勢 

「臨時非常配備態勢の設置要領」及び「墨田区職員災害対策マニュアル」に基づ

き、職員は非常活動に従事する。 

※ Ⅰ-07：臨時非常配備態勢の設置要領（別冊資料 P11 参照） 

（２）警戒待機態勢 

非常災害に対する職員の警戒勤務規程に定められた職員（管理職職員）が輪番制

により、区長の指定する場所で警戒待機を行う。指定職員の職務は、非常災害が発

生した場合に、区本部長等が登庁するまでの間、区本部長の職務に代わって、臨機

の処置をとるものとする。 

（３）防災待機職員住宅入居職員による初動態勢 

防災待機職員住宅（業平職員住宅・借上げ住宅）の入居職員は、勤務時間外に発

生した地震等の災害時における初動連絡等に従事する。 

（４）災害時優先携帯電話の配備 

発災初動期に区の災害対応へ向けた重要な伝達及び指摘事項を確実に行うため、

区災対本部の本部長室用として、本部長以下本部員に災害時優先携帯電話を配備し

ている。 

（５）職員参集メールの配信 

震度５強以上の地震が発生した場合及び気象警報が発動された場合には、自動的

に参集メールを職員へ配信し、迅速に初動態勢を確立する。 

 

７ 区災対本部の設置以外の活動態勢 

区災対本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対策の実施は、

区災対本部が設置されたときに準じて処理する。 

 

８ 災害救助法の適用 

区の地域について災害救助法が適用されたときは、区長（区本部長）は都知事（都

本部長）の指揮を受けて災害救助法に基づく救助事務を補助する。 

 

９ 平常時における検討組織の設置 

平常時における防災対策の検討組織として、区災対本部各部からの代表職員で構成

する検討組織を設けるものとする。 
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局地災害の発生その他の状況により、区本部長が必要であると認めたとき。 

イ 態勢の内容 

第１非常配備態勢の強化と局地災害に対処できる態勢とする。 

（第１非常配備職員に全職員の 30%を加えた配備態勢） 

（３）第３非常配備態勢 

ア 招集発令 

災害が広範な地域に発生し、第２非常配備態勢では対処できない場合、その他

の状況により区本部長が必要であると認めたとき。 

イ 自動発令 

区内に震度５強以上の地震が発生したとき。 

ウ 態勢の内容 

区災対本部が全力をもって災害救護業務に対処する態勢とする。 

（全職員態勢） 

（４）非常配備態勢の特例 

区本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、特定の部に対

してのみ非常配備態勢の指令を発し、又は各部に対して種別の異なる指令をするこ

とができる。 

（５）災害応急対策本部 

区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、区長が災害応急対策の

遂行上必要と認めるときは、災害応急対策本部を設置する。 

※ Ⅰ-08：墨田区災害応急対策本部設置要綱（別冊資料 P14 参照） 

 

４ 職員の服務 

（１）職員は、区災対本部が設置された場合は、次の事項を厳守しなければならない。 

ア 災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。 

イ 不急の行事、会議、出張等を中止すること。 

ウ 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまでは退庁しないこと。 

エ 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司

と連絡をとること。 

（２）すべての区災対本部の職員は、「墨田区職員災害対策マニュアル」に基づき行動

するとともに、日頃から習得した防災知識を生かし、また、体得した防災資器材の

活用を円滑に行うことにより、自らの言動によって、住民が安心し、住民の信頼を

確保し、更に、本部の活動が円滑に進むよう努めなければならない。 

また、防災研修会等により習得した防災知識、訓練等により体得した防災資器材

の運用技法を生かすことにより、適正かつ円滑な初動態勢を行い、住民の被害と不

安を最小限に抑えなければならない。 

 

５ 墨田区議会災害対策支援本部の設置 

区内で地震、台風等の災害による危機的状況が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、墨田区議会が二元代表制の趣旨に則り、議事機関、住民代表機関
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としての役割を継続して担い、区災対本部と連携・協力し、災害対策活動を支援す

るとともに、議員自らが安全を保持しつつ、迅速かつ適切な対応を図るため、「墨

田区議会ＢＣＰ（業務継続計画）」を策定した（令和３年３月）。区災対本部が設

置されたときは、墨田区議会災害対策支援本部を設置し、区の災害対策活動を支援

するとともに、議会の機能維持に伴う業務継続体制を構築する。 

 

６ 夜間休日等における初動態勢の確保 

夜間休日等の勤務時間外に発生する非常災害等に備えて、その事態に対処するため

の初動態勢を構築する。 

（１）臨時非常配備態勢 

「臨時非常配備態勢の設置要領」及び「墨田区職員災害対策マニュアル」に基づ

き、職員は非常活動に従事する。 

※ Ⅰ-07：臨時非常配備態勢の設置要領（別冊資料 P11 参照） 

（２）警戒待機態勢 

非常災害に対する職員の警戒勤務規程に定められた職員（管理職職員）が輪番制

により、区長の指定する場所で警戒待機を行う。指定職員の職務は、非常災害が発

生した場合に、区本部長等が登庁するまでの間、区本部長の職務に代わって、臨機

の処置をとるものとする。 

（３）防災待機職員住宅入居職員による初動態勢 

防災待機職員住宅（業平職員住宅・借上げ住宅）の入居職員は、勤務時間外に発

生した地震等の災害時における初動連絡等に従事する。 

（４）災害時優先携帯電話の配備 

発災初動期に区の災害対応へ向けた重要な伝達及び指摘事項を確実に行うため、

区災対本部の本部長室用として、本部長以下本部員に災害時優先携帯電話を配備し

ている。 

（５）職員参集メールの配信 

震度５強以上の地震が発生した場合及び気象警報が発動された場合には、自動的

に参集メールを職員へ配信し、迅速に初動態勢を確立する。 

 

７ 区災対本部の設置以外の活動態勢 

区災対本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対策の実施は、

区災対本部が設置されたときに準じて処理する。 

 

８ 災害救助法の適用 

区の地域について災害救助法が適用されたときは、区長（区本部長）は都知事（都

本部長）の指揮を受けて災害救助法に基づく救助事務を補助する。 

 

９ 平常時における検討組織の設置 

平常時における防災対策の検討組織として、区災対本部各部からの代表職員で構成

する検討組織を設けるものとする。 
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第２項 区防災会議の招集 
[区、各機関] 

区の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推

進を図るため必要があると認めるときは、墨田区防災会議会長（区長）が、この計画の

定めるところにより、区防災会議を招集する。ただし、区の地域に災害が発生した場合

において、当該災害に係る災害応急対策に関し、防災関係機関相互の連絡調整を図る必

要があるときは、区防災会議の委員は、会長に区防災会議の招集を要請するものとする。 
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第３項 防災機関の活動体制 
[各機関] 

１ 責務 

地震による被害が発生した場合、指定公共機関及び指定地方公共機関は所管に係る

災害応急対策を実施するとともに、都及び区が実施する応急対策が円滑に行われるよ

う、その業務について協力する。 

 

２ 活動体制 

指定公共機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備するとともに、災

害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 

 

３ 相互連携の強化 

区及び指定公共機関等は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換

するものとする。また、災害対策本部を設置したときには、情報の収集、交換及び連

絡を密にし、連絡員の派遣等適切な措置を講ずるものとする。 

 

第２節 警警備備活活動動 
[警視庁第七方面本部、本所・向島警察署] 

１ 大地震時における警察の任務 

大地震発生時における警察の任務は、次のとおりとする。 

（１）被害実態の把握と各種情報の収集 

（２）交通規制 

（３）被災者の救出救助及び避難誘導 

（４）行方不明者の捜索及び調査 

（５）遺体の調査等及び検視 

（６）公共の安全と秩序の維持 

 

２ 警備態勢 

（１）警備本部の設置 

大地震により災害が発生した場合、警視庁本部に最高警備本部を設置するほか、

第七方面本部に第七方面警備本部を、本所・向島警察署に現場警備本部を設置して、

指揮体制を確立する。 

（２）警備要員の措置 

ア 大地震の発生を知った署外勤務中の警備要員は、原則として、速やかに自所

属に参集する。ただし、交番・駐在所勤務員、交通配置の勤務員その他所属長

からあらかじめ指定された警備要員は、参集することなく、直ちに所定の任務

に従事する。 

イ 大地震の発生を知った非番員は、速やかに自所属に参集する。 
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第２項 区防災会議の招集 
[区、各機関] 

区の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推

進を図るため必要があると認めるときは、墨田区防災会議会長（区長）が、この計画の

定めるところにより、区防災会議を招集する。ただし、区の地域に災害が発生した場合

において、当該災害に係る災害応急対策に関し、防災関係機関相互の連絡調整を図る必

要があるときは、区防災会議の委員は、会長に区防災会議の招集を要請するものとする。 
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第３項 防災機関の活動体制 
[各機関] 

１ 責務 

地震による被害が発生した場合、指定公共機関及び指定地方公共機関は所管に係る

災害応急対策を実施するとともに、都及び区が実施する応急対策が円滑に行われるよ

う、その業務について協力する。 

 

２ 活動体制 

指定公共機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備するとともに、災

害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 

 

３ 相互連携の強化 

区及び指定公共機関等は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換

するものとする。また、災害対策本部を設置したときには、情報の収集、交換及び連

絡を密にし、連絡員の派遣等適切な措置を講ずるものとする。 

 

第２節 警警備備活活動動 
[警視庁第七方面本部、本所・向島警察署] 

１ 大地震時における警察の任務 

大地震発生時における警察の任務は、次のとおりとする。 

（１）被害実態の把握と各種情報の収集 

（２）交通規制 

（３）被災者の救出救助及び避難誘導 

（４）行方不明者の捜索及び調査 

（５）遺体の調査等及び検視 

（６）公共の安全と秩序の維持 

 

２ 警備態勢 

（１）警備本部の設置 

大地震により災害が発生した場合、警視庁本部に最高警備本部を設置するほか、

第七方面本部に第七方面警備本部を、本所・向島警察署に現場警備本部を設置して、

指揮体制を確立する。 

（２）警備要員の措置 

ア 大地震の発生を知った署外勤務中の警備要員は、原則として、速やかに自所

属に参集する。ただし、交番・駐在所勤務員、交通配置の勤務員その他所属長

からあらかじめ指定された警備要員は、参集することなく、直ちに所定の任務

に従事する。 

イ 大地震の発生を知った非番員は、速やかに自所属に参集する。 
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（３）部隊の配備運用 

警視庁第七方面本部、本所・向島警察署は、所定の計画に基づき、自動的に警備

要員を配置し、被害実態の把握、救出・救護、避難・誘導、交通規制等の措置をと

る。 

 

第３節 消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動 
[東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

１ 対策内容と役割分担 

（１）災害の規模等に応じ所定の計画に基づき部隊を運用する。 

（２）限られた消防力を最大限に活用し消火活動を実施する。 

（３）特別救助隊及び救急隊が連携し組織的な人命救助・救急活動を行う。 

（４）警視庁、自衛隊、東京 DMAT、消防団、防災市民組織等と連携協力し、消火・救

助・救急の万全を期する。 

（５）所定の計画に基づき、多様な手段を活用して、災害情報の収集伝達、関係防災機

関との情報交換等を行う。 

 

２ 詳細な取組内容 

（１）消防署における初動態勢の確保 

ア 震災態勢 

地震の発生危険に関する情報により、地震発生の可能性が強まったと判断し、

情報収集体制の強化及び震災消防活動に備える必要があると認めた時は、震災態

勢を発令する。 

震災態勢が発令されたときは、事前に定める措置を取り、速やかに震災に備え

る態勢を確保する。 

イ 震災非常配備態勢 

次の区分により、震災非常配備態勢を発令する。 

区分 発令基準 配備人員 

震
災
第
一
非
常
配
備
態
勢 

次のいずれかによる。 

１ 気象庁の発表で、東京都２３区、東京都多摩

東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度５強

の地震が発生したとき。 

２ 東京消防庁及び区市町村(島しょを除く。)の

地震計ネットワークによる震度のいずれかが震

度５強を示す地震が発生したとき。 

３ １の地域に地震が発生し、当該地震による被

害状況等により必要と認めるとき。 

発令時に勤務して

いる職員及び所要

の職員 
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震災非常配備態勢を発令したときは、事前計画に基づく活動を開始する。 

 

ウ 非常招集 

（ア）震災第一非常配備態勢を発令したときは、所要の職員は、招集計画に基づき、

ただちに所定の場所に参集する。 

（イ）震災第二非常配備態勢を発令したときは、全消防職員及び全消防団員が、招

集計画に基づき、ただちに所定の場所に参集する。 

エ 緊急消防援助隊等の消防活動に関する指揮は消防総監が行う。 

オ 災害活動組織として本庁に警防本部、消防方面本部に方面隊本部、消防署に

署隊本部をそれぞれ常設している。 

（２）震災消防活動 

ア 活動方針 

（ア）延焼火災が多発したときは、全消防力をあげて消火活動を行う。 

（イ）震災消防活動体制が確立したときは、消火活動と並行して救助・救急等の活

動を行う。 

（ウ）延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主力に活動する。 

イ 部隊の運用等 

（ア）地震に伴う火災、救助、救急等の災害発生件数、規模等により所定の計画に

基づき部隊運用及び現場活動を行う。 

（イ）地震被害予測システム、延焼シミュレーションシステム、震災消防活動支援

システム等の震災消防対策システムを活用し、効率的な部隊運用を図る。 

ウ 消火活動 

（ア）防火水槽をはじめ、あらゆる水源を活用するとともに、現有の消防部隊及び

消防装備を最大限に活用して、火災の早期発見及び一挙鎮圧を図る。 

（イ）延焼火災が拡大又は合流し、大規模に延焼拡大した場合は、人命の安全確保

を優先し、延焼阻止線活動や避難場所・避難道路の防護活動を行う。 

（ウ）道路閉塞、瓦礫等により消火活動が困難な地域では、消防団、防災市民組織       

等と連携し、可搬ポンプ等を活用して消火活動を実施する。 

エ 救助・救急活動 

（ア）特別救助隊及び救急隊が連携し、救助・救急資機(器)材を活用して組織的な

人命救助・救急活動を行う。 

（イ）救助・救急活動に必要な重機、救急資器材等に不足を生じた場合は、関係事

震
災
第
二
非
常
配
備
態
勢 

 次のいずれかによる。 

１ 気象庁の発表で、東京都２３区、東京都多摩

東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度６弱

以上の地震が発生したとき。 

２ 東京消防庁及び区市町村(島しょを除く。)の

地震計ネットワークによる震度のいずれかが震

度６弱以上を示す地震が発生したとき。 

３ １の地域に震災が発生し、必要と認めるとき。 

全職員及び全団員 
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（３）部隊の配備運用 

警視庁第七方面本部、本所・向島警察署は、所定の計画に基づき、自動的に警備

要員を配置し、被害実態の把握、救出・救護、避難・誘導、交通規制等の措置をと

る。 

 

第３節 消消火火・・救救助助・・救救急急活活動動 
[東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

１ 対策内容と役割分担 

（１）災害の規模等に応じ所定の計画に基づき部隊を運用する。 

（２）限られた消防力を最大限に活用し消火活動を実施する。 

（３）特別救助隊及び救急隊が連携し組織的な人命救助・救急活動を行う。 

（４）警視庁、自衛隊、東京 DMAT、消防団、防災市民組織等と連携協力し、消火・救

助・救急の万全を期する。 

（５）所定の計画に基づき、多様な手段を活用して、災害情報の収集伝達、関係防災機

関との情報交換等を行う。 

 

２ 詳細な取組内容 

（１）消防署における初動態勢の確保 

ア 震災態勢 

地震の発生危険に関する情報により、地震発生の可能性が強まったと判断し、

情報収集体制の強化及び震災消防活動に備える必要があると認めた時は、震災態

勢を発令する。 

震災態勢が発令されたときは、事前に定める措置を取り、速やかに震災に備え

る態勢を確保する。 

イ 震災非常配備態勢 

次の区分により、震災非常配備態勢を発令する。 

区分 発令基準 配備人員 

震
災
第
一
非
常
配
備
態
勢 

次のいずれかによる。 

１ 気象庁の発表で、東京都２３区、東京都多摩

東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度５強

の地震が発生したとき。 

２ 東京消防庁及び区市町村(島しょを除く。)の

地震計ネットワークによる震度のいずれかが震

度５強を示す地震が発生したとき。 

３ １の地域に地震が発生し、当該地震による被

害状況等により必要と認めるとき。 

発令時に勤務して

いる職員及び所要

の職員 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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震災非常配備態勢を発令したときは、事前計画に基づく活動を開始する。 

 

ウ 非常招集 

（ア）震災第一非常配備態勢を発令したときは、所要の職員は、招集計画に基づき、

ただちに所定の場所に参集する。 

（イ）震災第二非常配備態勢を発令したときは、全消防職員及び全消防団員が、招

集計画に基づき、ただちに所定の場所に参集する。 

エ 緊急消防援助隊等の消防活動に関する指揮は消防総監が行う。 

オ 災害活動組織として本庁に警防本部、消防方面本部に方面隊本部、消防署に

署隊本部をそれぞれ常設している。 

（２）震災消防活動 

ア 活動方針 

（ア）延焼火災が多発したときは、全消防力をあげて消火活動を行う。 

（イ）震災消防活動体制が確立したときは、消火活動と並行して救助・救急等の活

動を行う。 

（ウ）延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主力に活動する。 

イ 部隊の運用等 

（ア）地震に伴う火災、救助、救急等の災害発生件数、規模等により所定の計画に

基づき部隊運用及び現場活動を行う。 

（イ）地震被害予測システム、延焼シミュレーションシステム、震災消防活動支援

システム等の震災消防対策システムを活用し、効率的な部隊運用を図る。 

ウ 消火活動 

（ア）防火水槽をはじめ、あらゆる水源を活用するとともに、現有の消防部隊及び

消防装備を最大限に活用して、火災の早期発見及び一挙鎮圧を図る。 

（イ）延焼火災が拡大又は合流し、大規模に延焼拡大した場合は、人命の安全確保

を優先し、延焼阻止線活動や避難場所・避難道路の防護活動を行う。 

（ウ）道路閉塞、瓦礫等により消火活動が困難な地域では、消防団、防災市民組織       

等と連携し、可搬ポンプ等を活用して消火活動を実施する。 

エ 救助・救急活動 

（ア）特別救助隊及び救急隊が連携し、救助・救急資機(器)材を活用して組織的な

人命救助・救急活動を行う。 

（イ）救助・救急活動に必要な重機、救急資器材等に不足を生じた場合は、関係事

震
災
第
二
非
常
配
備
態
勢 

 次のいずれかによる。 

１ 気象庁の発表で、東京都２３区、東京都多摩

東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度６弱

以上の地震が発生したとき。 

２ 東京消防庁及び区市町村(島しょを除く。)の

地震計ネットワークによる震度のいずれかが震

度６弱以上を示す地震が発生したとき。 

３ １の地域に震災が発生し、必要と認めるとき。 

全職員及び全団員 
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業者との協定等に基づく迅速な調達を図り、実効性のある活動を行う。 

（ウ）救急活動に当たっては、医療救護所が開設されるまでの間、消防署に仮救護     

所を設置するとともに、救助・救急現場に現場救護所を設置し、医療関係機関、       

消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア等と連携し、救急資器材等を有     

効に活用して傷病者の救護に当たる。 

（エ）救急救命士等のトリアージに基づき、緊急度の高い傷病者を最優先とし、救     

急車等を活用して、医療機関へ迅速に搬送する。 

（オ）警視庁、自衛隊、東京 DMAT、防災市民組織等と連携協力し、救助・救急の万     

全を期する。 

オ 情報収集等 

（ア）警防本部、方面隊本部、署隊本部は、所定の計画に基づき地震被害予測シス

テムの結果、119 番通報、高所見張情報、情報活動隊及び参集職(団)員情報に

よる早期災害情報システム等を活用した情報による地震被害判読システム等を

活用し、積極的に災害情報収集を行う。 

（イ）震災消防対策システムを活用し、円滑な情報伝達、管理を行う。 

（ウ）関係防災機関へ職員を派遣し、相互に知り得た災害の情報交換を行う。 

 

第４節 応応援援協協力力・・派派遣遣要要請請 
第１項 管内防災関係機関との協力計画 

[各機関] 

１ 区は、区の区域内における災害応急対策の円滑な実施を期するため、災害時にはそ

の状況に応じ管内防災関係機関と協力し、応急対策の実施に当たるものとする。 

 

２ 区は、上記１に備え平素から区域内の防災関係機関と協議し、協力態勢の確立を図

るものとする。 

 

３ 区及び管内防災関係機関は、災害対策本部が設置された場合など、必要に応じて相

互に職員の派遣等を行う。 

 

４ 区及び防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換す

るものとする。 

 

第２項 応援協力 
[各機関] 

１ 都との協力計画 

（１）区は、都と災害対策上必要な資料の交換等平素から連絡を密にし、災害時には一

層その強化に努めるとともに、協力して区域内の応急対策の円滑な実施を図るもの

とする。 

（２）区本部長は、災害が発生し、区の能力では応急対策の万全を期しがたい場合には、

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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都又は他の区市町村あるいは自衛隊等の協力について、必要に応じ、「応急措置等

の要請要領」に定める手続により都知事に要請するものとする。 

（３）区は、災害救助法に基づく救助をはじめ、区の区域内で行われる都の応急対策に

ついては、積極的に協力するものとする。 

（４）区は、都知事から他の区市町村又は指定行政機関等に協力することを依頼された

ときは、自らの応急措置に支障のない限り協力するものとする。 

 

２ 応急措置等の要請要領 

（１）区が都、他の区市町村及びその他の機関に応援を求める場合には、別に定めるも

のを除くほか、この計画に定めるところにより要請する。 

（２）都に対する要請 

区本部長は、都に対し応援又は応援のあっせんを求める場合には、都災対本部に

対し、次に掲げる事項について、無線又は電話をもって要請し、後日文書により改

めて処理するものとする。 

ア 都に応急措置の実施又は応援を求める場合 

（ア）災害救助法の適用 

（震災編第 13 章応急対策第 6 節「災害救助法」参照） 

（イ）罹災者の他地区への移送要請 

ａ 罹災者の他地区への移送を要請する理由 

ｂ 移送を必要とする罹災者の数 

ｃ 希望する移送先 

ｄ 罹災者の収容を要する期間 

ｅ その他必要な事項 

（ウ）都各部局への応援要請又は応援のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び応援等を要する理由（災害の状況及びあっせんを求める場

合はその理由） 

ｂ 応援を希望する機関名 

ｃ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品目及び数量 

ｄ 応援を必要とする場所、期間 

ｅ 応援を必要とする活動内容 

ｆ その他必要な事項 

イ 自衛隊、指定公共機関等の応援のあっせんを都に求める場合 

（ア）自衛隊災害派遣要請のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｂ 派遣を希望する期間 

ｃ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｄ その他参考となるべき事項 

（イ）他区市町村、指定公共機関等又は他府県の応援のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由 

ｂ 応援を希望する機関名 
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業者との協定等に基づく迅速な調達を図り、実効性のある活動を行う。 

（ウ）救急活動に当たっては、医療救護所が開設されるまでの間、消防署に仮救護     

所を設置するとともに、救助・救急現場に現場救護所を設置し、医療関係機関、       

消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア等と連携し、救急資器材等を有     

効に活用して傷病者の救護に当たる。 

（エ）救急救命士等のトリアージに基づき、緊急度の高い傷病者を最優先とし、救     

急車等を活用して、医療機関へ迅速に搬送する。 

（オ）警視庁、自衛隊、東京 DMAT、防災市民組織等と連携協力し、救助・救急の万     

全を期する。 

オ 情報収集等 

（ア）警防本部、方面隊本部、署隊本部は、所定の計画に基づき地震被害予測シス

テムの結果、119 番通報、高所見張情報、情報活動隊及び参集職(団)員情報に

よる早期災害情報システム等を活用した情報による地震被害判読システム等を

活用し、積極的に災害情報収集を行う。 

（イ）震災消防対策システムを活用し、円滑な情報伝達、管理を行う。 

（ウ）関係防災機関へ職員を派遣し、相互に知り得た災害の情報交換を行う。 

 

第４節 応応援援協協力力・・派派遣遣要要請請 
第１項 管内防災関係機関との協力計画 

[各機関] 

１ 区は、区の区域内における災害応急対策の円滑な実施を期するため、災害時にはそ

の状況に応じ管内防災関係機関と協力し、応急対策の実施に当たるものとする。 

 

２ 区は、上記１に備え平素から区域内の防災関係機関と協議し、協力態勢の確立を図

るものとする。 

 

３ 区及び管内防災関係機関は、災害対策本部が設置された場合など、必要に応じて相

互に職員の派遣等を行う。 

 

４ 区及び防災関係機関は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換す

るものとする。 

 

第２項 応援協力 
[各機関] 

１ 都との協力計画 

（１）区は、都と災害対策上必要な資料の交換等平素から連絡を密にし、災害時には一

層その強化に努めるとともに、協力して区域内の応急対策の円滑な実施を図るもの

とする。 

（２）区本部長は、災害が発生し、区の能力では応急対策の万全を期しがたい場合には、

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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都又は他の区市町村あるいは自衛隊等の協力について、必要に応じ、「応急措置等

の要請要領」に定める手続により都知事に要請するものとする。 

（３）区は、災害救助法に基づく救助をはじめ、区の区域内で行われる都の応急対策に

ついては、積極的に協力するものとする。 

（４）区は、都知事から他の区市町村又は指定行政機関等に協力することを依頼された

ときは、自らの応急措置に支障のない限り協力するものとする。 

 

２ 応急措置等の要請要領 

（１）区が都、他の区市町村及びその他の機関に応援を求める場合には、別に定めるも

のを除くほか、この計画に定めるところにより要請する。 

（２）都に対する要請 

区本部長は、都に対し応援又は応援のあっせんを求める場合には、都災対本部に

対し、次に掲げる事項について、無線又は電話をもって要請し、後日文書により改

めて処理するものとする。 

ア 都に応急措置の実施又は応援を求める場合 

（ア）災害救助法の適用 

（震災編第 13 章応急対策第 6 節「災害救助法」参照） 

（イ）罹災者の他地区への移送要請 

ａ 罹災者の他地区への移送を要請する理由 

ｂ 移送を必要とする罹災者の数 

ｃ 希望する移送先 

ｄ 罹災者の収容を要する期間 

ｅ その他必要な事項 

（ウ）都各部局への応援要請又は応援のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び応援等を要する理由（災害の状況及びあっせんを求める場

合はその理由） 

ｂ 応援を希望する機関名 

ｃ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品目及び数量 

ｄ 応援を必要とする場所、期間 

ｅ 応援を必要とする活動内容 

ｆ その他必要な事項 

イ 自衛隊、指定公共機関等の応援のあっせんを都に求める場合 

（ア）自衛隊災害派遣要請のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｂ 派遣を希望する期間 

ｃ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｄ その他参考となるべき事項 

（イ）他区市町村、指定公共機関等又は他府県の応援のあっせんを求める場合 

ａ 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由 

ｂ 応援を希望する機関名 
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ｃ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

ｄ 応援を必要とする場所 

ｅ 応援を必要とする活動内容 

ｆ その他必要な事項 

ウ 指定公共機関又は他府県の職員の派遣のあっせんを求める場合 

（ア）派遣のあっせんを求める理由 

（イ）派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

（ウ）派遣を必要とする期間 

（エ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（オ）その他参考となるべき事項 

エ 日本放送協会、民間放送局への放送依頼のあっせんを求める場合 

（ア）放送要請の理由 

（イ）放送事項 

（ウ）希望する送信日時及び放送系統 

（エ）その他必要な事項 

（３）都以外の機関に対する要請 

他の区市町村、指定公共機関等、都以外の防災機関に対して応援を求める場合は、

応援協定を締結している機関等を除き、原則として都災対本部を通じて要請するも

のとする。ただし、そのいとまがない場合には、都に対する要請に準じて直接要請

し、事後速やかに都に連絡するものとする。 

第３項 他区市町村協力 
[区] 

区は、災害対策基本法第 67 条の規定及び他自治体との相互協力協定等に基づき、応急

措置を実施するため必要があると認めたときは、他の区市町村長等に対し、応援を要請

する。 

※ Ⅲ-01：自治体との協力協定一覧（別冊資料 P211 参照）＜再掲＞ 

 

第４項 民間協力 
[各機関] 

１ 活用方針 

（１）区は、応急・復旧活動及びそれに伴う応急・復旧資器材、人員、輸送車両等が必

要な場合は民間協力団体等との協定に基づき、協力を要請する。 

（２）区内の民間協力団体等は、おおむね次のとおりである。 

日赤奉仕団、墨田区医師会、本所・向島歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、

町会、自治会、青年・女性団体、各種業種組合、その他 

 

２ 協力業務内容及び組織 

（１）協力する業務内容は、次のとおりである。 

ア 異常現象、災害危険箇所等の場所を区その他関係諸機関に速報すること。 
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イ 災害に関する予防警報その他の情報を区域内住民に伝達すること。 

ウ 災害時における広報広聴活動に協力すること。 

エ 災害時における出火防止及び初期消火に協力すること。 

オ 避難誘導、避難所内罹災者の救出・救助業務に協力すること。 

カ 罹災者に対する炊き出し、救助物資の提供・配分等に協力すること。 

キ 救助物資又は罹災者等の輸送に協力すること。 

ク 被災状況の調査に協力すること。 

ケ 被災区域内の秩序維持に協力すること。 

コ 罹災証明交付事務に協力すること。 

サ 災害時における医療助産活動に協力すること。 

シ 災害時における水防活動に協力すること。 

ス 災害時における建設活動に協力すること。 

セ その他災害応急対策業務に協力すること。 

（２）公共的団体等民間組織の協力を受ける場合は、必要に応じ次のような班編成を行

う。 

ア 避難誘導協力班 

イ 避難所協力班 

ウ 救出・救護協力班 

エ 看護協力班 

オ 炊出協力班 

カ 物資配給協力班 

キ 水防協力班 

ク 建設協力班 

ケ 連絡報道協力班 

コ 防疫活動協力班 

※ Ⅲ-02：民間団体等との協力協定一覧（別冊資料 P213 参照）＜再掲＞ 

 

第５項 各機関の経費負担 
[各機関] 

国から区に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他府県、他市町

村から区に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による(災

害対策基本法施行令第 18 条)。 

 

第６項 警察災害派遣隊の派遣要請（警視庁） 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署] 

大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合における警察災害派遣

隊の派遣に関し、東京都公安委員会は、警察庁または他の道府県公安委員会に対して援

助の要求をすることができる。 

前項により東京都公安委員会が他の道府県公安委員会に対して援助の要求をしようと
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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ｃ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

ｄ 応援を必要とする場所 

ｅ 応援を必要とする活動内容 

ｆ その他必要な事項 

ウ 指定公共機関又は他府県の職員の派遣のあっせんを求める場合 

（ア）派遣のあっせんを求める理由 

（イ）派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

（ウ）派遣を必要とする期間 

（エ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（オ）その他参考となるべき事項 

エ 日本放送協会、民間放送局への放送依頼のあっせんを求める場合 

（ア）放送要請の理由 

（イ）放送事項 

（ウ）希望する送信日時及び放送系統 

（エ）その他必要な事項 

（３）都以外の機関に対する要請 

他の区市町村、指定公共機関等、都以外の防災機関に対して応援を求める場合は、

応援協定を締結している機関等を除き、原則として都災対本部を通じて要請するも

のとする。ただし、そのいとまがない場合には、都に対する要請に準じて直接要請

し、事後速やかに都に連絡するものとする。 

第３項 他区市町村協力 
[区] 

区は、災害対策基本法第 67 条の規定及び他自治体との相互協力協定等に基づき、応急

措置を実施するため必要があると認めたときは、他の区市町村長等に対し、応援を要請

する。 

※ Ⅲ-01：自治体との協力協定一覧（別冊資料 P211 参照）＜再掲＞ 

 

第４項 民間協力 
[各機関] 

１ 活用方針 

（１）区は、応急・復旧活動及びそれに伴う応急・復旧資器材、人員、輸送車両等が必

要な場合は民間協力団体等との協定に基づき、協力を要請する。 

（２）区内の民間協力団体等は、おおむね次のとおりである。 

日赤奉仕団、墨田区医師会、本所・向島歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会、

町会、自治会、青年・女性団体、各種業種組合、その他 

 

２ 協力業務内容及び組織 

（１）協力する業務内容は、次のとおりである。 

ア 異常現象、災害危険箇所等の場所を区その他関係諸機関に速報すること。 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  

【応急対策】第４節 応援協力・派遣要請 
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イ 災害に関する予防警報その他の情報を区域内住民に伝達すること。 

ウ 災害時における広報広聴活動に協力すること。 

エ 災害時における出火防止及び初期消火に協力すること。 

オ 避難誘導、避難所内罹災者の救出・救助業務に協力すること。 

カ 罹災者に対する炊き出し、救助物資の提供・配分等に協力すること。 

キ 救助物資又は罹災者等の輸送に協力すること。 

ク 被災状況の調査に協力すること。 

ケ 被災区域内の秩序維持に協力すること。 

コ 罹災証明交付事務に協力すること。 

サ 災害時における医療助産活動に協力すること。 

シ 災害時における水防活動に協力すること。 

ス 災害時における建設活動に協力すること。 

セ その他災害応急対策業務に協力すること。 

（２）公共的団体等民間組織の協力を受ける場合は、必要に応じ次のような班編成を行

う。 

ア 避難誘導協力班 

イ 避難所協力班 

ウ 救出・救護協力班 

エ 看護協力班 

オ 炊出協力班 

カ 物資配給協力班 

キ 水防協力班 

ク 建設協力班 

ケ 連絡報道協力班 

コ 防疫活動協力班 

※ Ⅲ-02：民間団体等との協力協定一覧（別冊資料 P213 参照）＜再掲＞ 

 

第５項 各機関の経費負担 
[各機関] 

国から区に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他府県、他市町

村から区に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定の方法による(災

害対策基本法施行令第 18 条)。 

 

第６項 警察災害派遣隊の派遣要請（警視庁） 
[区、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署] 

大規模な災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合における警察災害派遣

隊の派遣に関し、東京都公安委員会は、警察庁または他の道府県公安委員会に対して援

助の要求をすることができる。 

前項により東京都公安委員会が他の道府県公安委員会に対して援助の要求をしようと
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震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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するときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に

連絡しなければならない。 

東京都公安委員会からの援助の要求により派遣された警察庁または道府県警察の警察

官は、援助の要求をした東京都公安委員会の管理する警視庁の管轄区域内において、当

該公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。 

 

第７項 緊急消防援助隊に対する応援要請（東京消防庁） 
[区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

消防総監等は、震災、水災等の大規模災害等の状況により、現有する消防力等だけで

は十分な対応がとれないと判断したときは、速やかに都に対して、緊急消防援助隊の応

援要請を行う。 

都は、応援要請を受けた場合、都内の被災状況、消防力及び相互応援状況等から緊急

消防援助隊の応援が必要と判断したときは、速やかに消防庁長官に対して応援要請を行

う。 

 

第８項 自衛隊への災害派遣要請 
[区、陸上自衛隊] 

１ 要請の時期 

災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命又は財産の保護のため区本部長が

必要と認めたときに要請するものとする。 

 

２ 要請の方法 

（震災編第６章応急対策第４節第２項「応援協力」参照） 

 

３ 災害派遣部隊の活動範囲 

災害派遣部隊の実施する業務は、おおむね次のとおりである。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）行方不明者等の捜索活動 

（４）水防活動 

（５）消防活動 

（６）道路又は水路の啓開 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）被災者生活支援 

（10）救援物資の無償貸付又は譲与 

（11）危険物の保安及び除去 

（12）その他臨機の措置等 

 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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４ 派遣部隊の受入態勢 

（１）作業計画及び資材等の準備 

（２）自衛隊災害派遣を要請した場合には、応援を求める作業について、速やかに作業

計画を樹立するとともに必要な資器材の確保に努めるものとする。 

（３）派遣部隊が到着した場合には、派遣部隊を誘導するとともに部隊の責任者と作業

計画について協議調整のうえ必要な措置をとるものとする。 

※ Ⅶ-02：ヘリ発着場基準及び標示要領（別冊資料 P320 参照） 

 

５ 緊急の場合の連絡 

自衛隊に対する災害派遣の要請は、都災対本部を経由して行うものとするが、災害

に際し、通信途絶等により区本部長の都本部長に対する災害派遣要請ができない場合

には、区本部長が直接自衛隊に通報する。この場合、速やかに都災対本部に通知する。 

※ Ⅳ-13：緊急の場合の連絡先（自衛隊）（別冊資料 P238 参照） 

 

第５節 労労働働力力のの確確保保 
[区] 

１ 計画方針 

災害時における労務供給については、区の職員のみでは必ずしも十分ではないの

で、労力の不足を補い、救助作業の円滑な推進を図るため、東京労働局、（公財）

城北労働・福祉センターに協力を求め、供給可能な労働者の確保に努めるものとす

る。 

 

２ 労務供給手続 

（１）労務供給の要請・引渡し 

ア 区災対各部は、労働者を必要とするときは、災対総務部総務隊に要請する。 

※ Ⅵ-21：労働者調達請求書（別冊資料 P316 参照） 

イ 区は、所要人員を一括して東京労働局及び（公財）城北労働・福祉センター

に労務供給（労働者の確保又は求職者の紹介）を要請する。 

ウ 労務供給を要請した場合、区は、労務確保の通報受理後速やかに労働者輸送

等の配車措置を講じ、待機場所において労働者の引渡しを受ける。 

エ 区は、作業終了後において、労働者を待機場所又は適宜の交通機関まで輸送

することについて協力する。 

（２）賃金の支払い 

賃金（公共事業設計労務単価表に定めるものとする）は、区であらかじめ予算措

置を講じ、就労現場において作業終了後直ちに支払うものとする。 

 

第６節 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防

方面本部、本所・向島消防署] 
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するときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に

連絡しなければならない。 

東京都公安委員会からの援助の要求により派遣された警察庁または道府県警察の警察

官は、援助の要求をした東京都公安委員会の管理する警視庁の管轄区域内において、当

該公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。 

 

第７項 緊急消防援助隊に対する応援要請（東京消防庁） 
[区、東京消防庁第七消防方面本部、本所・向島消防署] 

消防総監等は、震災、水災等の大規模災害等の状況により、現有する消防力等だけで

は十分な対応がとれないと判断したときは、速やかに都に対して、緊急消防援助隊の応

援要請を行う。 

都は、応援要請を受けた場合、都内の被災状況、消防力及び相互応援状況等から緊急

消防援助隊の応援が必要と判断したときは、速やかに消防庁長官に対して応援要請を行

う。 

 

第８項 自衛隊への災害派遣要請 
[区、陸上自衛隊] 

１ 要請の時期 

災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命又は財産の保護のため区本部長が

必要と認めたときに要請するものとする。 

 

２ 要請の方法 

（震災編第６章応急対策第４節第２項「応援協力」参照） 

 

３ 災害派遣部隊の活動範囲 

災害派遣部隊の実施する業務は、おおむね次のとおりである。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）行方不明者等の捜索活動 

（４）水防活動 

（５）消防活動 

（６）道路又は水路の啓開 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）被災者生活支援 

（10）救援物資の無償貸付又は譲与 

（11）危険物の保安及び除去 

（12）その他臨機の措置等 
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４ 派遣部隊の受入態勢 

（１）作業計画及び資材等の準備 

（２）自衛隊災害派遣を要請した場合には、応援を求める作業について、速やかに作業

計画を樹立するとともに必要な資器材の確保に努めるものとする。 

（３）派遣部隊が到着した場合には、派遣部隊を誘導するとともに部隊の責任者と作業

計画について協議調整のうえ必要な措置をとるものとする。 

※ Ⅶ-02：ヘリ発着場基準及び標示要領（別冊資料 P320 参照） 

 

５ 緊急の場合の連絡 

自衛隊に対する災害派遣の要請は、都災対本部を経由して行うものとするが、災害

に際し、通信途絶等により区本部長の都本部長に対する災害派遣要請ができない場合

には、区本部長が直接自衛隊に通報する。この場合、速やかに都災対本部に通知する。 

※ Ⅳ-13：緊急の場合の連絡先（自衛隊）（別冊資料 P238 参照） 

 

第５節 労労働働力力のの確確保保 
[区] 

１ 計画方針 

災害時における労務供給については、区の職員のみでは必ずしも十分ではないの

で、労力の不足を補い、救助作業の円滑な推進を図るため、東京労働局、（公財）

城北労働・福祉センターに協力を求め、供給可能な労働者の確保に努めるものとす

る。 

 

２ 労務供給手続 

（１）労務供給の要請・引渡し 

ア 区災対各部は、労働者を必要とするときは、災対総務部総務隊に要請する。 

※ Ⅵ-21：労働者調達請求書（別冊資料 P316 参照） 

イ 区は、所要人員を一括して東京労働局及び（公財）城北労働・福祉センター

に労務供給（労働者の確保又は求職者の紹介）を要請する。 

ウ 労務供給を要請した場合、区は、労務確保の通報受理後速やかに労働者輸送

等の配車措置を講じ、待機場所において労働者の引渡しを受ける。 

エ 区は、作業終了後において、労働者を待機場所又は適宜の交通機関まで輸送

することについて協力する。 

（２）賃金の支払い 

賃金（公共事業設計労務単価表に定めるものとする）は、区であらかじめ予算措

置を講じ、就労現場において作業終了後直ちに支払うものとする。 

 

第６節 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 
[区、陸上自衛隊、警視庁第七方面本部、本所・向島警察署、東京消防庁第七消防

方面本部、本所・向島消防署] 
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地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役割を果

たすオープンスペースの使用について、必要に応じて、区本部で総合的に調整する。 

区本部は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、都、区各

部、関係機関等から情報収集し、その状況について継続的に把握する。 

区は、オープンスペースの利用要望を都本部に提出する。 
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復旧対策 

第１節 活活動動体体制制 
応急対策第１節「活動体制」に準ずる。 

 

第２節 警警備備活活動動 
応急対策第２節「警備活動」に準ずる。 

 

第３節 救救助助・・救救急急活活動動 
応急対策第３節「救助・救急活動」に準ずる。 

 

第４節 応応援援協協力力・・派派遣遣要要請請 
応急対策第４節「応援協力・派遣要請」に準ずる。 

 

第５節 労労働働力力のの確確保保 
応急対策第５節「労働力の確保」に準ずる。 

 

第６節 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 
応急対策第６節「応急活動拠点の調整」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

174
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地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役割を果

たすオープンスペースの使用について、必要に応じて、区本部で総合的に調整する。 

区本部は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、都、区各

部、関係機関等から情報収集し、その状況について継続的に把握する。 

区は、オープンスペースの利用要望を都本部に提出する。 

 

震震災災編編（（予予防防・・応応急急・・復復旧旧対対策策））  第第６６章章  広広域域的的なな視視点点かかららのの応応急急対対応応力力のの強強化化  
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復旧対策 

第１節 活活動動体体制制 
応急対策第１節「活動体制」に準ずる。 

 

第２節 警警備備活活動動 
応急対策第２節「警備活動」に準ずる。 

 

第３節 救救助助・・救救急急活活動動 
応急対策第３節「救助・救急活動」に準ずる。 

 

第４節 応応援援協協力力・・派派遣遣要要請請 
応急対策第４節「応援協力・派遣要請」に準ずる。 

 

第５節 労労働働力力のの確確保保 
応急対策第５節「労働力の確保」に準ずる。 

 

第６節 応応急急活活動動拠拠点点のの調調整整 
応急対策第６節「応急活動拠点の調整」に準ずる。 
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